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障がい者および特別な配慮が必要な受講生に対する職業訓練 1

そこで，当センターでは，特別支援障害者を含
む全ての訓練生個々の特性に応じた職業訓練を提供
するために，次の特徴ある訓練・支援を行っていま
す。
①年間を通じて10回の入所機会を設定
②一人ひとりの特性に合わせた個別カリキュラムに

よる個別訓練
③導入期の訓練による対応法（合理的な配慮）の検

討・整理
④職業訓練と並行して行う丁寧な適応支援
⑤広域障害者職業センターが併設され職業訓練指導

員以外の専門職員との連携による対応
本稿では，上記特徴のうち，訓練環境への適応を

促進し対応法（合理的な配慮）を検討するための導
入期の訓練，個別カリキュラムによる個別訓練を実
現するためのモジュール訓練方式による職業訓練，
技能訓練と合わせて行う職業への適応力を向上させ
るための支援について紹介します。

1．はじめに

国立職業リハビリテーションセンター（以下「当
センター」という。）は，昭和54年に労働省（現厚
生労働省）が設置し，独立行政法人高齢・障害・求
職者雇用支援機構（以下「当機構」という。）が運
営をしています。

当センターは，広範囲の地域にわたり，系統的
に職業リハビリテーション（障害者に対して職業指
導，職業訓練，職業紹介その他の措置を講じ，その
職業生活における自立を図ること）の措置を必要と
する障害者に関して，国立障害者リハビリテーショ
ンセンターとの密接な連携の下に，職業評価，職業
指導および職業訓練を系統的に行い，障害者の職業
的自立を促進し，その職業の安定等を図ることを目
的に設置されています。

開設当初は，身体障害者を対象に職業リハビリ
テーションサービスを提供していましたが，平成10
年以降，その対象を，知的障害者，発達障害者，精
神障害者，高次脳機能障害者と拡大していき，現在
では難病等の方も含む，障害者の雇用の促進等に関
する法律に規定される全ての障害者が対象となって
います。その中でも，当機構が運営する障害者職業
能力開発校においては，表1の3要件に該当する，精
神障害者や発達障害者，高次脳機能障害者，重度視
覚障害者，両上肢障害者等の職業訓練上特別な支援
を要する障害者（以下「特別支援障害者」という。）
を積極的に受け入れており，定員の60%以上を占め
ています。

表1　特別支援障害者の要件

訓練生個々の特性に応じた職業訓練について

国立職業リハビリテーションセンター　高橋　靖明・犬塚　康子・後藤　裕貴
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訓練を通じて自身の特性について認識を深め，把握
された課題に対する対応法を検討し，習得すること
を目標にしています。そのアセスメント期間の終わ
りに，特定された対応法をさらに定着させるための
追加の訓練が必要かどうか検討を行い，必要がある
場合は1週間の定着訓練を行います。

この導入期の訓練は，全ての訓練生を対象に実施
しており，環境や身体的側面，精神的側面，社会的
側面，職業的側面等，多面的に捉えてその要因を検
討し，対応を図っています。

2.3.　導入期の訓練の1日の流れ
訓練生の特性を把握し対応法を検討できるよう，

1日の訓練の流れは，図1のサイクルで行います。
図の内側は訓練生の行動，外側は指導員の働きか

けとなっています。

例えば，1サイクル目で対応法の案を決定し，2サ
イクル目以降は，実際にその対応法を試行し，効果
的な方法を特定し定着を図ります。

2.4.　教材
訓練生の特性が把握しやすいよう，アセスメント

のための専用の教材を作成しています。

2.4.1.　教材のポイント
導入期の訓練で使用する教材は，身体的側面や

精神的側面の特性把握（特に職務遂行上の課題の把
握）と対応法の習得に焦点を当てた課題となってい

2．導入期の訓練

2.1.　導入期の訓練の目的
訓練生は，一人ひとり，成育歴，学歴，職歴，障

害の態様を含む特性が異なり，訓練や職業等の場面
が変わったり，そこでの活動内容の変化に応じて，
その影響の現れ方は異なります。そのため，障害名
や障害の傾向にはとらわれず，訓練生の特性が訓練
や職業場面への参加や，そこでの活動にどのように
影響するかを見極めることが重要となります。

また，訓練生活は，それまでの日常生活とは異な
り，訓練生が思っている以上にストレスがかかり，
疲労も蓄積します。

そこで，訓練生が訓練期間を通して安定して訓練
を受講し，円滑に技能・知識を習得できるよう，導
入期の訓練において，次の取り組みを行っています。
①訓練環境への適応の促進

入校当初は緩やかに訓練を進め，環境の変化が苦
手な訓練生に対して，訓練環境への適応の促進を図
ります。また，その環境の変化や訓練の負荷等から
くるストレスや疲労について把握し，そのマネジメ
ント方法を検討します。
②特性の把握と対応法の習得

技能訓練を通じて，得意なことやできること，苦
手なことやできにくいことを早期に発見し，そので
きにくいことの要因となっている特性を把握し，で
きることを活用して，どのように対応するとできる
ようになるか，また，自身の対応では解決できない
場合に，どのように環境調整を行うとできるように
なるのか等を検討し，対応法を身に着けることを目
的としています。

それらは，訓練生の能力を最大限発揮するための
合理的な配慮であるため，早期に特定，習得するこ
とで，その後の技能習得や就業が円滑に進みます。

2.2.　期間
令和3年度より，導入期の訓練は入校直後，最長3

週間を設定しています。
初めの2週間は，アセスメント期間として，技能

図1　導入期の訓練の1日の流れ
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活用した例で，図3は既存の訓練課題を活用した例
となります。

教材は図4の流れで作成します。

2.4.3.　訓練の実際
訓練では，作成した作業指示書に基づいて実施す

ることで，教材・教具とその配置，指示命令の出し
方を常に一定とし，ベースラインを定めて，行動観
察のポイントに基づいてアセスメントを行います。

基本的な流れは，図1の流れに沿って，次のよう
に進めます。
①行動観察を通じて，作業の中で，できている点や

工夫している点，困っている点ややりにくさのあ
る点を把握します。

②次に訓練の結果について振り返りを行い，訓練生
の自己認識を確認します。

③対応法の検討については，困っている点ややりに
くさのある点について訓練生と行います。
対応法は，まず訓練生自身で検討してもらいま
す。訓練生自身で検討するのが難しい場合は指導
員から助言を行い，どうしても思いつかない場合

ます。技能習得よりもアセスメントに重点を置いて
いるため，訓練生が意欲を持ち，かつ入校直後の技
能訓練が進んでいない段階でも取り組むことができ
る，訓練職種に関連した課題としています。また，
通常の技能訓練と並行して実施できるように，1つ
の訓練課題は2時限で完結できる量としています。

電気・電子系においては，製造現場での就業を想
定し，身体的側面として，動作性（比較的大きな動
き）や巧緻性（手先の細かい動き）の把握ができる
2種類の訓練課題を設定しています。図2に巧緻性を
把握する課題の例を示します。

機械系では，精神的側面として，疲労やストレス
の影響，注意力や情報処理，記憶力，遂行能力等を
確認できる図面の正誤を確認する訓練課題を設定し
ています。図3にその例を示します。

2.4.2.　教材開発の流れ
教材開発は，指導員の負担を減らすために，これ

まで利用していた訓練課題で使用可能なものはそれ
らを活用し，新規の訓練課題を開発する際にも市販
の製品を活用も行っています。図2は市販の製品を

図2　極小ブロックの組み立て

図4　教材開発の流れ

図3　図面確認作業
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困っている点や作業のやりにくさが，作業環境と
それへの過敏な反応として現れている場合には，表
4のような環境調整を行います。

訓練を通じて把握された対応法や環境調整等に
ついては，訓練生の合理的な配慮として，就職活動
等の際に事業所へ説明できるように整理しておきま
す。また，その整理したものは，就業後も，担当す
る職務が変わった際や職場の上司や同僚が変わった
際にも伝えられるようにしておくと，長く安定して
働けるようになります。

3．モジュール訓練による職業訓練について

モジュール訓練は，当初，1973年に提案された
ILOモジュールを参考にした日本型の訓練が1978年
に離転職者向けの能力再開発訓練（現短期課程普通
職業訓練）として導入されました。その後，障害者
職業訓練の多様化への対応として，1979年当セン

には，いくつかの案を提案します。
④訓練生自身で検討した対応法や指導員から提案を

受けた対応法の案から，身体的・精神的・経済的
に負担の少ないものを選定し自己決定します。
自己決定は，対応法を継続していくためのモチ
ベーションにつながりますので非常に重要です。
表2に，対応法の例を示します。

行動観察の結果，作業のやりにくさ等の技能面以
外に，職場のコミュニケーション等の適応面に課題
が見られることもあります。それらに対する対応法
の例を表3に示します。

表4　環境調整の例

表3　適応面の対応法の例

表2　作業遂行上の対応法の例
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レーション科等）については職業訓練運用要領に従
い科名を設定しています。また，施行規則第十条を
満たす科目・時間に合わせてMUを組み合わせて標
準カリキュラムとしています。

3.1.2.　個別カリキュラム
モジュール訓練では職業を「就職するのに必要と

なる要素作業群」と捉えこれをMES（Modules of 
Employable Skills）としています。

MESをさらに構成する仕事，仕事を構成する要
素作業と細分化していき，細分化した一つ一つの要
素にMUを割り当ててMESを構成します。

MESを構成する際に，訓練生個々の特性に応じ
てMUを組み合わせることで個別カリキュラム編成
します。

例えば，機械製図科においては，標準カリキュラ
ムを基に，訓練生個々の特性や就職への希望に応じ

ターの養成訓練（現普通課程普通職業訓練）にも導
入されました。

このモジュール訓練は，実技と学科が一組となっ
た訓練が完結する単位であるモジュールユニット

（以下「MU」という。）を組み合わせることによっ
て，訓練カリキュラムを編成します。これにより，
次の3つの側面の個別性ヘの対応が可能となります。
・訓練カリキュラム編成の個別性（MUの組み合せ）
・訓練時期の個別性（随時入所，随時修了）
・指導方法の個別性（実技中心の巡回指導による自

学自習）
ILOモジュールでのMUは，仕事遂行に必要な技

能あるいは知識を全て含んでおり，他のMUとは独
立した単位としています。一方，当センターのMU
は訓練科での訓練に合わせるため，全訓練科共通要
素であるMUと，各訓練科の技能訓練のMUで構成
されています。

MUの例としては，全訓練科共通の「安全衛生」，
「IT基礎訓練」，「ビジネスマナー」等があり，電子
機器科の技能訓練では「直流理論」や「交流理論」
等があり，具体的な訓練内容や訓練時間については
指導員が設定します。

その構成は，ポリテクセンターで使用されてい
るシステム・ユニット訓練のユニットに近い構成と
なっています。

3.1.　訓練カリキュラム
3.1.1.　標準カリキュラム策定
当センターでは，普通課程の普通職業訓練を実施

しており，訓練期間は1年，訓練時間は年間1400時
間以上となっています。

職業能力開発促進法施行規則（以下「施行規則」
という）第十条別表第2に記載のある訓練科（機械
製図科，電子機器科等）については，表5のように，
別表の科目・時間で構成されている科目に合わせ
てMUを組み合わせて標準カリキュラムとしていま
す。例えば，電気・電子系の別表の科目の「電気理
論」は「直流理論」，「交流理論」，「磁気・静電気理
論」の3つのMUを設定しています。

別表第2に記載のない訓練科（テクニカルオペ

表5　標準カリキュラムの例（抄）
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次に，訓練生に訓練教材を渡し，一読したところ
で報告してもらいます。その後，各分野の理解度を
確認するため，指導員が訓練生に1問1答形式で出題
します。この中で，正答が導けるか，効率の良い解
き方ができているかを観察し，必要に応じて補足説
明やアドバイスを行います。一通り理解度の確認と
必要に応じて補足説明が終わったところで演習問題
を行い技能の定着を図ります。

使用する教材は，新規に作成したテキストに加
え，既存資料を編集したものと市販テキストを用い
ています。それらを用いた自学自習が可能となるよ
う，どのように訓練を進めるかを示す課題指示書を
提示することで自発的に訓練ができるようにしてい
ます。

訓練の習熟度は，1つの職務単位を構成するMU
群ごとに小テストを実施しています。具体的には，
1～6MUごとに1回，計11回実施しています。

また，これらの小テストは，これまでの学歴や
職歴の中で習得している技能・技術を確認するため
に，事前テストとしても用い，訓練内容を省略する
かどうか判断しています。

以上の工夫により，訓練意欲を向上させ，能力に
応じてMUを取捨選択しながら，自学自習で訓練を
進められるようになり，個々の訓練生の特性に合わ
せた訓練を行うことができるようになります。

作成した教材は，小テストで多くの訓練生が誤
答した問題や，その後の総合演習で課題となりやす
い分野を分析し，分析⇒設計⇒開発⇒実施⇒評価

（ADDIEステップ）を繰り返し，実践しながら弱点
を補強して，より効率的に技能を身に着けられるよ
うに改変を行っています。

3.3.　総合評価
訓練の総合評価は，技能照査に加えて，表6の評

価表を用いて行っています。
評価表は，1年間に行う訓練内容，使用するテキ

スト，演習課題の詳細に加えて，図5の訓練の流れ
が記載されている一覧表で，訓練生は訓練の進捗に
合わせて，各モジュールが始まった日，終わった
日，小テストの合否と得点を記入します。小テスト

て，MUを追加・削除し，個別カリキュラムを作成
します。

また，技能訓練，就職活動が順調に進み訓練期間
内に内定を得，内定先企業から特定の技能訓練の希
望があった場合には，個別カリキュラムを見直し，
技能訓練を行います。

3.2.　教育工学の手法を用いた訓練の工夫
機械製図科では，全ての障害種別の方を対象に，

設計職への就業を目標とした職業訓練を実施してい
ます。

訓練方法を見直す前は，テキストを指導員が説明
した後，演習を行う方法で訓練を行っていたため，
自主的に進められない講義の時間が多く設定されて
いました。そこで，インストラクショナルデザイン

（以下「ID」という。）の考え方を援用し，自学自
習を基本として訓練できるカリキュラムに変更する
こととしました。

IDの考え方では，①学習意欲向上のための動機
付けを行う，②目標を「理解すること」ではなく

「行動」で設定する等があります。
これを，部品同士の勘合具合を図面上に指示する

「公差・はめあい」分野の教材を例に解説します。
①のステップでは訓練開始当初に，多くの部品に

公差やはめあいが設定されている自動車用変速装置
を訓練生に提示し，部品同士が勘合されている部分
で，大きな隙間での勘合，極小の隙間での勘合等，
各種の勘合具合で組み立てられている部品を実際に
触ってもらいます。その後に，どのように変速機が
組み立てられているか，各部がどのように稼働して
いるかを解説し，各所の勘合具合で，なぜ当該の勘
合具合が採用されているか，図面上にどのような指
示をすれば量産する場合でも確実に狙った勘合具合
を達成できるか自分なりの仮説を立ててもらいま
す。

②のステップでは，図面内で数値による公差やは
めあい方式の公差指示できること，最大・最小の隙
間・しめしろの計算ができること等，演習問題や変
速装置を見せながら，公差・はめあい分野での技能
習得目標を提示します。
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総合的に把握することができます。
また，1年間に10回の入所機会があり，個別訓練

を行っている当センターにおいても，訓練生が自身
の進捗を管理しやすく，技能の到達の程度を把握し
やすくなります。

は，各モジュールの区切りに実技と学科に分けて
行っており，MUの修了判断は定量的な評価を行っ
ています。

訓練は原則，評価表の訓練の流れの通りに進める
ことで，見通しを持った訓練ができ，訓練の結果を

図5　機械製図科の訓練の流れ

表6　機械製図科　評価表（抄）



障がい者および特別な配慮が必要な受講生に対する職業訓練１－11－

5．おわりに

以上のように，訓練生個々の特性に応じた職業訓
練を実施するために，導入期の訓練，モジュール訓
練方式による訓練，訓練環境を構造化して技能訓練
を通じて行う適応支援を行っているところですが，
今後，次の取り組みを行うこととしています。

導入期の訓練については，これまで，専任の指導
員等が行っていましたが，令和3年度中に，各科の
指導員が，訓練生個々の特性を把握して，対応法の
検討と習得を支援し，習得した対応法を他の訓練場
面にも適用できるよう支援を行えるように進めてい
ます。

モジュール訓練方式については，MUの大きさや
単位の設定基準にあいまいさがあり，共通の考え方
で設定ができておらず，また，MUの時間設定も各
科共通の考え方が十分に整理されていません。ま
た，障害特性を踏まえた就業可能な職域（MES）
の開拓やそれを構成するMUについては継続的に検
討すべき課題となっています。

適応支援については，特別支援障害者の割合の増
加に伴い，当該支援を希望する者が増加しており，
各種講座の開講や支援体制の充実について検討する
とともに，指導員以外の専門家との連携も深めなが
ら進めていくこととしています。

以上の訓練や支援を通じて得られた新たな指導技
法等については，その取りまとめを行うとともに，
当センターが行っている指導技法等体験プログラム
等の指導技法等を提供する機会を通じて，全国の障
害者職業能力開発施設等に普及を図っていくことと
したいと考えています。

＜参考文献＞
「職業訓練実践マニュアル　精神障害・発達障害者への職業訓練
における導入期の訓練編Ⅲ ～導入期の訓練のカリキュラムと具
体的な進め方～」（発行：国立職業リハビリテーションセンター，
令和3年2月）
※各種「職業訓練実践マニュアル」は，当機構HPより，その全

文をPDFでダウンロードできます。

4．適応支援

職務遂行に当たって必要となる専門技能に係る訓
練と併せて，職場への適応性を高めるための適応支
援も実施します。

導入期の訓練期間においては，自己理解と対処法
やストレス・疲労のマネジメントに関する講座を実
施し，その後，必要に応じて，日常生活や職業生活
におけるコミュニケーション，リラクゼーションや
セルフケアに関する講座等を実施します。これらの
講座受講後は，技能訓練の中で活用されるよう支援
します。

講座の受講に加えて，技能訓練を通じて，職場
への適応力を高められるよう，表7のように訓練環
境を就業環境（職場）として定義（構造化）し，技
能訓練を通じて職場で求められるマナー，コミュニ
ケーションを自然と身に着けられるように工夫して
います。

そのため，訓練課題の指示を業務命令として行
い，途中経過や結果を報告したり，不明な点がある
場合には相談したりと，職場でのOJTのように，技
能訓練，適応支援を行います。

適切な行動がとれていない場合には，社会生活技
能訓練（SST）の個別支援の手法を用いて，その場
で適切な行動を解説し，ロールプレイを行って，次
回以降，適切な行動ができるよう支援しています。

表7　訓練環境を就業環境と定義した構造化の例


